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広報しちかしゅくNo.743令和４年 12 月１日号

　がん治療による精神的負担を軽減し、療養生活の質の向上と社会復帰の支援を
図るため、医療用ウィッグを購入した費用の一部を助成します。

対 象 者

次の１～５全てに該当する方
１　町内に住所を有している方
２　がんと診断され、その治療を受けた又は受
　　けている方
３　 がん治療に伴う脱毛等により、就労や社会
　　参加と治療の両立に支障が出る方又は出るおそれがある方
４　 世帯の町民税の所得割課税年額が 304,200 円未満の方
５　過去に他の自治体の購入経費の助成を受けていない方

助成対象品 医療用ウィッグ（かつら）

助 成 額 １台につき上限 30,000 円（１人につき１回の助成です）

申 請 期 間 購入した日の属する年度の３月 31 日まで

申 請 場 所 七ヶ宿町保健センター

申 請 方 法

購入した日の属する年度の３月 31 日までに必要書類を揃えて
保健センターまで提出してください。
※ 申請の書類は、保健センターに用意しています。町のＨＰか

らもダウンロードできます。

休日歯科診療当番表（12月分）
12月分の休日歯科診療の当番は下記のとおりです。

診療時間　【午前9時から午後5時まで】

診療時間　【午前9時から午後3時まで】 ※市外局番はすべて0238です。

※市外局番はすべて0224です。

置賜地区
月日 医院名 所在地 電話番号 月日 医院名 所在地 電話番号

12 月 11 日 中 川 歯 科 医 院 米沢 23-2062 12 月 18 日 笹 生 歯 科 医 院 米沢 21-0331
12 月 27 日 松 岸 歯 科 医 院 南陽東置賜 46-3563

月日
白石・角田支部 柴田支部

医院名 所在地 電話番号 医院名 所在地 電話番号
12月 4 日 太 田 歯 科 医 院 角田 62-2453 い の う え 歯 科 医 院 大河原 53-8020
12月11日 真 壁 歯 科 医 院 蔵王 32-3122 内 田 歯 科 医 院 柴田 57-1818
12月18日 舘山歯科クリニック 丸森 73-4050 え ん ど う 歯 科 医 院 大河原 53-2555
12月25日 ご と う 歯 科 医 院 白石 24-2020 大 友 歯 科 医 院 柴田 57-2120
12月29日 吉 村 歯 科 医 院 白石 26-2118 後 藤 歯 科 医 院 大河原 52-2533
12月30日 大 久 保 歯 科 医 院 角田 62-4084 大 河 原 歯 科 医 院 大河原 52-2250
12月31日 谷 津 歯 科 医 院 白石 26-3254 菊 池 歯 科 医 院 柴田 57-2950

小型除雪機購入に補助金・・・まだ間に合います
　町では、小型除雪機の購入に対し、助成を行います。助成を受け
ようとする場合は、購入前に申請が必要です。予算の範囲内での助
成となりますので、お早めにご相談ください。

１．対　象
　　①『新品』の小型除雪機です。
　　②町内に住所を有し、現に居住している個人。
　　③申請者及び世帯内に町税等の滞納がないこと。
　　④小型除雪機を所有していない世帯又は７年以上使用した除雪機を買い替える世帯　
２.�補助額
　　１世帯、購入費の３分の１以内（千円未満切り捨て）※10万円を上限とする。
３．申請に必要なもの　
　　①見積書
　　②カタログ
　　※申請書等、必要な書類は保健センターにあります。

七ヶ宿町がん患者医療用ウィッグ購入助成事業

男性のみなさんへ「男子厨房に入ろう会」に参加してみませんか
　『食べることは生きること』につながり、同時にこれを楽しむ
ことができると、生涯のすてきな趣味のひとつになります。
　現在、町のボランティアさん（食改）を中心に本会を開催して
おり、随時参加者を募集しておりますので、ぜひお申込みくだ
さい。

内 　 容 ご飯の炊き方やみそ汁の作り方はもちろんのこと、コンビニ食材の利用や買
い物や食器の洗い方など、料理に関わる一連を学習します。

日 　 時 12 月～３月までの８回コース（12 月は 16 日と 23 日）

対 　 象 町内に住所を有する男性

費 　 用 １回あたり 100 円

お 申 込 七ヶ宿町保健センター　☎︎３７－２３３１、またはお近くの食改さんへ


